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定額減税可能額
３万円×（本人＋扶養

親族の数）

令和６年分
推計所得税額
（減税前）

※令和５年中の所得、扶養
親族の数等に基づき算定

所得税分給付所要額
（B）

（令和６年度に給付済み）

1. 所得税分の調整給付所要額の計算方法

B 当初調整給付時（令和６年度）における調整給付所要額の計算

A 不足額給付時（令和７年度）における調整給付所要額の計算

定額減税可能額
３万円×（本人＋扶養

親族の数）

令和６年分
所得税額（減税前）

※令和６年中の所得、扶養
親族の数等に基づき算定

所得税分給付所要額
（A）

（令和７年度に給付）

令和７年度調整給付所要額（不足額給付）＝（A）－（B）
（不足額がマイナスの場合は０円）

＝


